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Ⅱ 西多摩圏域の災害特性

この章では、西多摩圏域の特性、主な災害の種類、被害想定について、関連する法制度等

とともに記載しています。西多摩圏域は山間部が多く、孤立地域が発生するリスクが非常に

高い地域のため、地震だけでなく、大雨や大雪についても考慮しなければなりません。

災害に備えるためには、圏域の特性や被害想定を知り、それに応じた準備を進めていく必

要があります。
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１ 西多摩圏域の特性

（１）広大な山間部を抱え、災害時には孤立地域が発生する可能性がある

（２）全体的に高齢化率が高く、山間部では過疎化が進んでいる

（３）人口規模の小さい自治体が多く、保健活動を担う保健師等の専門職が少ない

8 Ⅱ 西多摩圏域の災害特性

 当圏域は、人口は３９１,８４７人（平成

２８年１月１日）で東京都全体の２.９％、

面積は５７２.７㎢で東京都全体の２６.

１％を占めています。圏域内を多摩川及び

秋川が西から東へ流れ出て、福生市で合流

しています。両河川は山岳で隔てられてい

るため、河川を軸とした流域と合流の下手

地域で各々生活圏が形成されています。東

部は台地で市街地や工場が広がる一方、西部は広大な山間部を抱え、自然豊かな地域ですが、

災害が起きた際は、道路の寸断などにより孤立地域となる危険性があります。

また、土砂災害防止法に基づき、圏域には４,８０７か所の土砂災害警戒区域が指定されて

おり、東京都内指定数の半数を占めます（平成２９年１月現在）。

 当圏域は住民同士のつながりが強い地域でもあり、住民の自助や共助にも期待できる面も

あります。しかし高齢化率は高く、２町村では高齢化率が４割を超え、過疎地域に指定され

ています。避難所や地域の被災者の支援について準備する際には、地域の良い面を生かしつ

つも避難行動要支援者＊１や要配慮者＊２の割合が高くなることについて考慮する必要があり

ます。

＊１避難行動要支援者：要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難する

ことが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの

＊２要配慮者：高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（妊産婦や難病患者、外国人など）

当圏域は人口規模の小さい自治体が多いため、保健師の絶対数が少ない状況です。人口１

０万人当たりの保健師数は多摩地域市部全体と比較すると１市を除き多くなりますが、少数

の保健師で複数の分野の業務を担ったり、前述の地域特性により活動や移動に時間を要した

りするなどの特徴があります。

また、管理栄養士・歯科衛生士については、常勤職員がいない自治体もあるため（どちら

もいない自治体は８自治体中３自治体）、栄養・歯科の視点も含めた上で、保健活動を行う

ことも保健師に期待されています。
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２ 西多摩圏域において想定される主な災害の種類と被害想定等

（１）地震

出典：首都直下地震等による東京の被害想定報告書（東京都、平成 24 年 4 月） 

9Ⅱ 西多摩圏域の災害特性

東日本大震災をふまえ、平成２４年４月に東京都は「首都直下地震等による東京の被害想

定」を全面的に見直し、公表しました。この中では東京都で大きな被害が想定される東京湾

北部地震（Ｍ７.３）、多摩直下地震（Ｍ７.３）、元禄型関東地震（Ｍ８.２）、立川断層帯

地震（Ｍ７.４）の４つの地震について、被害を想定しています。

西多摩圏域では、立川断層帯地震（最大震度７）や多摩直下地震による被害が大きいと想

定されています。逆に、東京湾北部地震では震度５強以下の地域がほとんどのため、区部や

他の多摩地域に比べて被害は少ない想定です。

地震が早朝に発生した場合は、多くの人々が自宅で就寝中に被災するため、家屋倒壊によ

る圧死者が発生する危険性が高く、夕方は火気器具利用が最も多いと考えられる時間帯のた

め、これらを原因とする火災による被害が多くなるとされています。また、死者のうち約半

数が避難行動要支援者や要配慮者と想定されています。

大規模地震発生時は電気・ガス・水道・通信などのライフラインが寸断され、救急車や消

防車を要請したくても電話が通じません。たとえ電話が通じても要請件数が多く、すぐには

対応できない状況が続きます。そのため、発災直後は自助や地域の自治会・自主防災組織に

よる共助が不可欠です。

市町村地域防災計画や「首都直下地震等による東京の被害想定」から地震による影響（被

害の多い地域、時刻による被害想定の違い、避難者数・帰宅困難者数等）を確認しておきま

しょう。

《立川断層帯地震の地震動分布》

Ⅱ 西多摩圏域の災害特性

２ 西多摩圏域において想定される主な災害の種類と被害想定等

災害の種類や程度により、必要な保健活動は異なりますが、ここでは西多摩圏域において

想定される主な災害の種類、被害想定、関連する法制度等基本的事項について記載します。

（１）地震

東日本大震災をふまえ、平成２４年４月に東京都は「首都直下地震等による東京の被害想

定」を全面的に見直し、公表しました。この中では東京都で大きな被害が想定される東京湾

北部地震（Ｍ７．３）、多摩直下地震（Ｍ７．３）、元禄型関東地震（Ｍ８．２）、立川断

層帯地震（Ｍ７．４）の４つの地震について、被害を想定しています。

西多摩圏域では、立川断層帯地震（最大震度７）や多摩直下地震による被害が大きいと想

定されています。逆に、東京湾北部地震では震度５強以下の地域がほとんどのため、区部や

他の多摩地域に比べて被害は少ない想定です。

地震が早朝に発生した場合は、多くの人々が自宅で就寝中に被災するため、家屋倒壊によ

る圧死者が発生する危険性が高く、夕方は火気器具利用が最も多いと考えられる時間帯のた

め、これらを原因とする火災による被害が多くなるとされています。また、死者のうち約半

数が避難行動要支援者や要配慮者と想定されています。

大規模地震発生時は電気・ガス・水道・通信などのライフラインが寸断され、救急車や消

防車を要請したくても電話が通じません。たとえ電話が通じても要請件数が多く、すぐには

対応できない状況が続きます。そのため、発災直後は自助や地域の自治会・自主防災組織に

よる共助が不可欠です。

市町村地域防災計画や「首都直下地震等による東京の被害想定」から地震による影響（被

害の多い地域、時刻による被害想定の違い、避難者数・帰宅困難者数等）を確認しておきま

しょう。

【図２-１】立川断層帯地震の地震動分布

出典：首都直下地震等による東京の被害想定報告書（東京都、平成 24 年 4 月）
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10 Ⅱ 西多摩圏域の災害特性

【
表

Ⅱ
－

１
】

各
市

町
村

に
お

け
る

最
大

の
被

害
想

定
（

立
川

断
層

帯
地

震
ま

た
は

多
摩

直
下

地
震

）

人
口

夜
間

　
1
3
9
,
3
3
9
人

、
昼

間
　

1
2
7
,
1
7
6
人

夜
間

　
5
9
,
7
9
6
人

、
昼

間
　

5
2
,
4
4
2
人

夜
間

　
5
7
,
0
3
2
人

、
昼

間
　

5
5
,
9
6
6
人

夜
間

　
8
0
,
8
6
8
人

、
昼

間
　

6
7
,
8
1
4
人

建
物

木
造

　
3
7
,
7
8
2
棟

、
非

木
造

　
7
,
6
0
7
棟

木
造

　
1
1
,
6
3
1
棟

、
非

木
造

　
3
,
4
7
5
棟

木
造

　
8
,
5
1
3
棟

、
非

木
造

　
3
,
5
7
8
棟

木
造

　
2
6
,
1
2
4
棟

、
非

木
造

　
4
,
2
6
9
棟

朝
５
時

昼
12
時

夕
1
8時

朝
５
時

昼
12
時

夕
18

時
朝
５
時

昼
1
2時

夕
18

時
朝

５
時

昼
1
2時

夕
18
時

1
0
4
人

7
5
人

9
3
人

9
0
人

5
7
人

8
4
人

3
4
人

3
3
人

6
2
人

9
4
人

7
5
人

1
0
8
人

う
ち

災
害

時
要

援
護

者
4
1
人

3
7
人

4
5
人

4
0
人

3
5
人

4
9
人

1
4
人

1
7
人

3
0
人

3
7
人

4
0
人

5
4
人

1
,
1
4
8
人

8
8
9
人

9
7
2
人

9
5
5
人

6
3
8
人

7
7
5
人

5
0
9
人

4
5
5
人

5
8
7
人

7
1
1
人

5
5
7
人

7
1
6
人

う
ち

重
症

者
数

1
4
1
人

1
1
1
人

1
2
8
人

1
6
1
人

1
0
5
人

1
3
8
人

6
9
人

6
6
人

1
0
1
人

1
0
2
人

8
6
人

1
2
6
人

2
0
,
8
8
0
人

2
1
,
3
0
0
人

2
2
,
7
5
6
人

1
9
,
5
8
3
人

2
0
,
6
8
4
人

2
3
,
2
1
3
人

1
8
,
3
7
9
人

2
0
,
4
7
0
人

2
4
,
8
3
2
人

1
5
,
9
5
8
人

1
7
,
2
5
7
人

2
0
,
3
5
7
人

避
難

生
活

者
数

1
3
,
5
7
2
人

1
3
,
8
4
5
人

1
4
,
7
9
1
人

1
2
,
7
2
9
人

1
3
,
4
4
4
人

1
5
,
0
8
8
人

1
1
,
9
4
6
人

1
3
,
3
0
5
人

1
6
,
1
4
1
人

1
0
,
3
7
3
人

1
1
,
2
1
7
人

1
3
,
2
3
2
人

疎
開

者
人

口
7
,
3
0
8
人

7
,
4
5
5
人

7
,
9
6
5
人

6
,
8
5
4
人

7
,
2
3
9
人

8
,
1
2
4
人

6
,
4
3
3
人

7
,
1
6
4
人

8
,
6
9
1
人

5
,
5
8
5
人

6
,
0
4
0
人

7
,
1
2
5
人

-
1
1
2
,
3
5
1
人

1
1
2
,
3
5
1
人

-
4
1
,
7
7
9
人

4
1
,
7
7
9
人

-
4
5
,
7
2
0
人

4
5
,
7
2
0
人

-
6
0
,
6
5
8
人

6
0
,
6
5
8
人

帰
宅

困
難

者
数

-
3
0
,
7
3
4
人

3
0
,
7
3
4
人

-
1
0
,
5
9
6
人

1
0
,
5
9
6
人

-
1
3
,
4
9
7
人

1
3
,
4
9
7
人

-
1
5
,
1
7
3
人

1
5
,
1
7
3
人

全
壊

棟
数

半
壊

棟
数

焼
失

棟
数

3
5
4
棟

5
0
1
棟

1
,
0
1
2
棟

2
6
3
棟

6
1
0
棟

1
,
4
0
6
棟

3
9
6
棟

9
7
4
棟

2
,
1
8
1
棟

1
,
0
1
6
棟

1
,
5
5
9
棟

2
,
8
5
3
棟

停
電

率
8
.
9
%

9
.
2
%

1
0
.
2
%

1
9
.
7
%

2
1
.
3
%

2
5
.
1
%

1
0
.
6
%

1
3
.
4
%

1
9
.
4
%

9
.
1
%

1
0
.
5
%

1
3
.
9
%

固
定

電
話

不
通

率
2
.
2
%

1
.
2
%

0
.
9
%

9
.
4
%

4
.
5
%

2
.
3
%

1
3
.
7
%

6
.
3
%

2
.
7
%

7
.
1
%

4
.
0
%

2
.
7
%

上
水

道
断

水
率

下
水

道
管

き
ょ

被
害

率

注
）

小
数

点
以

下
の

四
捨

五
入

に
よ

り
、

合
計

値
は

合
わ

な
い

こ
と

が
あ

る
。

資
料

：
首

都
直

下
地

震
等

に
よ

る
東

京
の

被
害

想
定

報
告

書
（

東
京

都
、

平
成

2
4
年

4
月

）

最
大

の
被

害
が

想
定

さ
れ

る
災

害

避
難

人
口

建 物 被 害負
傷

者
数

死
者

滞
留

者
数

発
生

時
間

立
川
断
層
帯
地
震
（
M
7
.
4
）

風
速
8
m
/
s
、
市
内
最
大
震
度
7

ラ イ フ ラ イ ン 被 害

青
梅

市
福

生
市

羽
村

市
あ

き
る

野
市

2
3
.
5
%

2
4
.
1
%

6
4
.
7
%

1
8
.
5
%

立
川
断
層
帯
地
震
（
M
7
.
4
）

風
速
8
m
/
s
、
市
内
最
大
震
度
7

立
川
断
層
帯
地
震
（
M7
.
4
）

風
速
8
m
/
s
、
市
内
最
大
震
度
7

立
川
断
層
帯
地
震
(M

7.
4)

風
速
8
m
/
s
、
市
内
最
大
震
度
6
強

1
,
5
2
7
棟

3
,
8
5
9
棟

1
,
3
7
2
棟

1
,
6
1
7
棟

4
9
0
棟

1
,
0
1
2
棟

1
,
0
6
5
棟

2
,
4
0
9
棟

7
6
.
7
%

1
9
.
6
%

3
2
.
7
%

2
9
.
1
%

10



11Ⅱ 西多摩圏域の災害特性

【
表

Ⅱ
－

１
】

各
市

町
村

に
お

け
る

最
大

の
被

害
想

定
（

立
川

断
層

帯
地

震
ま

た
は

多
摩

直
下

地
震

）

人
口

夜
間

　
3
3
,
4
9
7
人

、
昼

間
　

3
6
,
0
8
8
人

夜
間

　
1
6
,
6
5
0
人

、
昼

間
　

1
3
,
9
6
5
人

夜
間

　
2
,
5
5
8
人

、
昼

間
　

2
,
5
6
6
人

夜
間

　
6
,
0
4
5
人

、
昼

間
　

6
,
2
0
5
人

建
物

木
造

　
8
,
4
8
0
棟

、
非

木
造

　
2
,
6
5
2
棟

木
造

　
5
,
3
2
1
棟

、
非

木
造

　
1
,
1
9
4
棟

木
造

　
1
,
8
6
5
棟

、
非

木
造

　
3
0
7
棟

木
造

　
3
,
9
7
5
棟

、
非

木
造

　
8
6
8
棟

朝
５
時

昼
12
時

夕
18
時

朝
５
時

昼
1
2時

夕
18
時

朝
５
時

昼
12

時
夕
1
8時

朝
５
時

昼
12

時
夕
18

時

5
3
人

4
7
人

6
1
人

1
7
人

1
8
人

2
3
人

2
人

2
人

2
人

3
人

3
人

3
人

う
ち

災
害

時
要

援
護

者
2
0
人

1
8
人

2
4
人

7
人

8
人

1
1
人

1
人

1
人

1
人

2
人

2
人

2
人

4
8
0
人

4
3
1
人

4
7
0
人

1
1
2
人

1
0
3
人

1
0
7
人

3
人

2
人

2
人

4
人

4
人

4
人

う
ち

重
症

者
数

7
2
人

6
4
人

7
4
人

1
4
人

1
4
人

1
5
人

1
人

1
人

1
人

2
人

2
人

2
人

9
,
9
1
9
人

1
0
,
4
7
2
人

1
1
,
7
5
9
人

2
,
6
9
4
人

2
,
9
8
6
人

3
,
5
7
7
人

8
4
人

8
4
人

8
4
人

1
5
1
人

1
5
1
人

1
5
2
人

避
難

生
活

者
数

6
,
4
4
7
人

6
,
8
0
7
人

7
,
6
4
4
人

1
,
7
5
1
人

1
,
9
4
1
人

2
,
3
2
5
人

5
5
人

5
5
人

5
5
人

9
8
人

9
8
人

9
9
人

疎
開

者
人

口
3
,
4
7
2
人

3
,
6
6
5
人

4
,
1
1
6
人

9
4
3
人

1
,
0
4
5
人

1
,
2
5
2
人

2
9
人

3
0
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3
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（２）風水害等

12 Ⅱ 西多摩圏域の災害特性

西多摩圏域は山間部が多いため、大雨や大雪の際、道路が寸断し、地区が孤立するリスク

が非常に高い地域です。地区が孤立すると、人工透析など何らかの治療を定期的に行ってい

る方の通院に大きな影響が及びます。地震と異なり、大雨や大雪はある程度予想できるため、

山間部在住の人工透析患者等に対し、事前に医療機関の近くに移動することなどを働きかけ

ることも必要です。

集中豪雨、洪水、土砂災害、大雪等の予測時は、３段階の避難情報により避難の勧告・指

示が行われます。避難準備情報は、夜間に発令される場合もあり、より安全な時間帯に早め

の対応が求められます。

なお、平成２８年の台風１０号による被害を踏まえ、平成２９年１月に避難勧告等に関す

るガイドラインの改訂が行われました。

市町村の発令 定義 住民に求める行動

避難準備・高齢者

等避難開始

災害対策基本法の規定により、

市町村長が、必要と認める地域

の居住者等に対し、避難のため

の立退き準備を促すこと

・避難に時間のかかる要配慮者とその支援者は立退き避

難する

・その他の人は立退き避難の準備を整えるとともに、以

後の防災気象情報、水位情報等に注意を払い、自発的

に避難を開始することが望ましい

・特に、突発性が高く予測が困難な土砂災害の危険性が

ある区域や急激な水位上昇のおそれがある河川沿い

では、避難準備が整い次第、当該災害に対応した指定

緊急避難場所へ立退き避難することが強く望まれる

避難勧告

災害対策基本法の規定により、

市町村長が、必要と認める地域

の居住者等に対し、避難のため

の立退きを勧告すること

・予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ速やか

に立退き避難する

・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険

を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、「近隣の

安全な場所」＊１ への避難や、少しでも命が助かる可

能性の高い避難行動として、「屋内安全確保」＊２ を

行う

避難指示（緊急）

災害対策基本法の規定により、

市町村長が、急を要すると認め

るときに、必要と認める地域の

居住者等に対し、避難のための

立退きを指示すること

・既に災害が発生していてもおかしくない極めて危険な

状況となっており、未だ避難していない人は、予想さ

れる災害に対応した指定緊急避難場所へ緊急に避難

する

・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険

を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、「近隣の

安全な場所」＊１ への避難や、少しでも命が助かる可

能性の高い避難行動として、「屋内安全確保」＊２ を

行う

＊１ 近隣の安全な場所：指定緊急避難所ではないが、近隣のより安全な場所・建物等

＊２ 屋内安全確保：その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動

資料：避難勧告等に関するガイドライン①（避難行動・情報伝達編）（内閣府、平成 29 年 1 月）
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13Ⅱ 西多摩圏域の災害特性

特に以下で説明する浸水想定区域や土砂災害警戒区域等にある要配慮者利用施設において

は、円滑かつ迅速な避難を確保するとともに、避難後の適切な処遇調整を行う必要がありま

す。平常時から施設側と避難体制・方法等について共有するようにしましょう。

ア 水害

水防法では、降雨により河川が氾濫した場合に浸水が予想される区域を、浸水想定区

域として指定しています。各市町村では、地域防災計画において想定区域ごとに洪水予

報等の伝達方法や避難の確保を図るために必要な事項等を定めるとともに、「洪水ハザ

ードマップ」等により住民に周知しています。

洪水等により被害が発生するおそれがある時は、該当河川を管理する国土交通大臣も

しくは都道府県知事が水防警報（待機、出動、指示等）を発表し、水防管理者である市

町村長等に通知します。市町村では、気象情報や洪水予報等と合わせて判断し、必要な

対策を講じます。

水害は夏に発生することが多いため、衛生状態の悪化により感染症や食中毒が発生し

やすくなります。そのため、避難所等における衛生管理や被災者への健康教育が大切に

なります。 

 

 

イ 土砂災害

土砂災害防止法では、大雨によるがけ崩れなどで住民等の生命または身体に危害が生

じるおそれがある区域を、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定していま

す（東京都建設局において指定のための基礎調査実施中、平成３１年度指定完了予定）。

西多摩圏域は山間部が多いため、東京都の土砂災害警戒区域等の約半数を占めています。

各市町村では被害のおそれがある時は、気象庁と東京都が共同で発表する土砂災害警

戒情報をもとに災害対策基本法に基づく避難勧告等を行います。また、土砂災害防止法

に基づき、円滑な避難体制を確保します。 

 

浸水が想定される河川流域

青梅市 福生市 羽村市 あきる野市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町

・多摩川
・霞川

・多摩川 ・多摩川
・秋川
・平井川

・残堀川 ・平井川 ・秋川 ・多摩川

出典： 各市町村地域防災計画

土砂災害警戒区域（平成29年1月11日現在）

青梅市 福生市 羽村市 あきる野市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町

1,453 17 28 778 42 669 931 889

うち特別警戒区域 1,380 14 26 740 34 629 0 0

資料：東京都建設局報道発表資料（平成29年1月11日）

土砂災害警戒区域
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コラム① 避難所とは

14 Ⅱ 西多摩圏域の災害特性

ウ 雪害

雪害についても、山間部が多い西多摩圏域では、土砂災害と同様に対策が必要です。

平成２６年２月の大雪では、青梅市役所で６４cm、御岳山で１００cm の積雪があり、

電車の不通、道路の通行止めが数日間にわたり発生し、奥多摩町、檜原村、青梅市の一

部の地区が孤立しました。保健活動に関連することとして、人工透析患者の送迎または

搬送、医薬品の手配、健康状況把握等が課題となりました。

避難所は、災害対策基本法及び同法施行令等により、下記のように位置付けられてい

ます。所属する自治体の指定場所・施設を確認しておきましょう。

１ 指定緊急避難場所

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所

※避難場所の他、自治会等で定めている地域の集合場所があります。

２ 指定避難所

災害の危険性のため避難した住民等を、災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在

させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設

３ 二次（福祉）避難所

指定避難所のうち主として要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要

する者）を滞在させることが想定されるもので、必要に応じて開設

なお、平成２５年６月の災害対策基本法の改正により、避難所は在宅の住民を含め、

生活物資や情報に関する地域の拠点として位置づけられ、「災害応急対策責任者は、や

むを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者に対しても、必要な生活

関連物資の配布、保健医療サービスの提供、情報の提供その他これらの者の生活環境の

整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」（第８６条の７）とされてい

ます。

コラム① 避難所とは
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